
様式１

（公益・特別法人用）

１　団体の概要 ２　団体の改革推進の状況

設立年 －

実施年月 実施年月

H16年９月まで H16年９月まで

H17年度から ・文化会館長に専門知識の豊富な人を採用 H17年4月 ・伊那文化会館長に専門知識豊富な民間人を登用

・歴史館の県直営化 ・歴史館の県直営化

H17年5月 ・理事定数見直し

H17年10月 ・プロパー職員の管理職への登用

＊役職員数は各年度当初現在、平均年齢及び平均年収は平成18年度当初現在 H18年度から ・指定管理者制度への移行 H18年4月 ・指定管理者制度への移行

・県派遣職員を事務局員及び学芸員等に限定 ・県派遣職員を減員

うち県職員

H18年5月 ・県民文化会館長に専門知識豊富な民間人を登用

うち県職員

H19年4月 ・県派遣職員を２名増員

うち県職員

64.6 10,954 42.0

＊次表は17年度の状況で、（　）内は15年度 （単位：千円、％）

100.0 (100.0) 24.3 (16.8)

94.9 (96.3) 118.2 (111.5)

100.3 (100.1) 43.2 (42.9)

35.3 (37.9) 43.2 (42.9)

72.5 (76.6) 0.0 (0.0)

105.3 (108.8)

1.3 (1.4)

経営検討会議を設置し、文化会館館長への専門知
識が豊富な人の登用、組織・役員体制等の検討を
行う

経営検討会議を設置し、文化会館館長への専門知
識が豊富な人の登用、組織・役員体制等の検討を
行った

指定管理業務は、民間事業者と競合する
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補助金

(946,658)

Ｈ18

(1)

0

6

職員の平均年収（千円）

12,843

0

Ｈ17

(0)

・情報公開要綱に基づき県に準じて公開
・館ごとにホームページを開設し、事業内容などを公表

補助金等比率
人件費関係費
用(再掲）

681,099

財
務
・
資
産
関
係
指
標

(0)

(5,500)

事業支出伸び率
(0)

Ｈ15

損失補償年
度末残高

10

32

(26,941) 交付金

(3,714)

(1,890,956)

職員平均年齢

県所管部局
(課)

・県民文化会館利用者　H15 399,396人、H16 400,226人、H17 384,701人 　・伊那文化会館利用者　H15
128,629人、H16 153,863人、H17 137,089人　・信濃美術館入館者　　 H15 186,774人、H16 139,612人、H17
183,330人　・飯田創造館入場者数  H15 89,554人、H16 73,994人、H17 62,258人

〔具体的な事業内容〕

〔事業執行状況を示す主な指標〕

〔主な出捐者・出捐額（円）・出捐率（％）〕
うち県の出
捐額（円）

20,000,000 100.0%

財団法人　長野県文化振興事業団
（長野市若里1-1-3）

10

県出捐
率（％）

20,000,000

団 体 名
(所在地）

・

・

・

・

〔設立目的（寄付行為・定款上）〕

腰原愛正

生活環境部（生活文化課）

代表者

実　　施　　状　　況

改革実施プラン策定

改革基本方針及び改革実施プランの概要

改革基本方針
県の人的関与の抜本的な縮減

28 28

常　　　勤

非　常　勤

70

2

3 3

11

2

(2,499,150)

6671

1,933,564 (2,502,864)

長野県が設置する文化施設及びその他の施設の管理運営並びに埋蔵文化財の調
査及び研究その他必要な事業を行い、もって長野県民の文化の向上に寄与する。

・県民文化会館、伊那文化会館、信濃美術館及び飯田創造館を指定管理者として
管理代行
・埋蔵文化財の発掘及び研究
・自主企画事業の実施

3539

出捐金

委託料

0

0

流動比率

固定長期適合率

借入金依存率

収支比率

人件費比率

管理費比率

固定比率

基本財産（円）

当期収入合計

役
　
職
　
員
　
数

役員平均年齢

職　員　数

年　　　　度

役　員　数

役員平均年収（千円）

県職員計（非常勤役員除く）

常　　　勤

自主事業比率

公益事業比率

正味財産比率

収
支
状
況

次期繰越額 29,081

当期収支差額 5,858

当期支出合計 1,927,706

設立根拠 昭和54年民法

65

1

Ｈ16

〔設立の沿革〕

昭和54年、県立文化施設等の管理運営を
受託する公益法人として、県が全額出資
し設立
飯田創造館をはじめ、以降順次開設した
文化施設や教育委員会から知事部局に
移管（補助執行）を受けた信濃美術館が
対象施設に加えられた
平成10年に(財)長野県埋蔵文化財セン
ター（解散）の業務を引き継ぐ
平成18年から、指定管理者として県立文
化施設のうち、県民文化会館、伊那文化
会館、飯田創造館、信濃美術館を管理

1

非　常　勤

3

1

2

37

経営計画等の策定状況

民間（ＮＰＯ含む）との競合状況

(21,300)

6,420

12,843

0

運営費

0

事業費

負担金 5,500

1,120,972

27

31

38

 （H17 12人→H18　学芸員1人（埋文センターを除く））

 （H17 1人→H18 3人（埋文センターを除く））

情報公開の取組状況

〔監査結果等〕

〔団体の課題〕

（平成１６年　包括外部監査　結果）
・資産の総額に、変更があった場合には、変更登記が必要
・（歴史館）「需用費」で購入したエアコンが、備品（資産）台帳に記載されていなかった

（平成１７年　財政的援助団体等の監査）
　指導事項等なし

　改革基本方針に基づき、県の人的関与を縮減（H17 12人→　H18 1人（埋文センター除く））したが、事業団に管理職となるべき人材が
育っていない現状から、事業団の円滑な運営に支障が生じている。（当面の対応として、平成19年４月から県派遣職員を２名増員）

(21,300)

(0)

(0)

長野県出資等外郭団体改革状況検証シート 資 料 １０
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(財)長野県文化振興事業団の概要
設 立：昭和54年９月12日 所在地：長野市若里1-1-3（県民文化会館内）
基本財産：２千万円（県100％出資）
目 的：長野県が設置する文化施設及びその他の施設の管理運営並びに埋蔵文化財の調査研

究、その他必要な事業を行い、もって長野県民の文化の向上に寄与する。

役員・組織

理 事 会（６人以上 10人以内、現８名） 監事（２名）
理 事 長 腰原 愛正（副知事）
副理事長 塩澤 荘吉（長野県芸術文化協会長、㈱ﾍﾞｲｸｯｸｺｰﾌﾟﾚｰｼｮﾝ会長） 小川 直樹

○常務理事 竹松 政博（長野県参事） （公認会計士）
理 事 松本 猛 （信濃美術館長）
理 事 松井 君子（駒ヶ根高原美術館副館長） 樋口 実
理 事 武井 勇二（ｻｲﾄｳ･ｷﾈﾝ･ﾌｪｽﾃｨﾊﾞﾙ松本総合コーディネータ） （県会計課長）

○理 事 徳武 利政（伊那文化会館長）
理 事 水本 一雄（県民文化会館長） 注：○は常勤

H19予 算
事 務 局（3名） (単位：百万円)

事務局長（常勤、県ＯＢ） 事務局員（ﾌﾟﾛﾊﾟｰ 1、県派 1）

県民文化会館（18名）
館長：水本一雄（非常勤・公募採用）

副 館 長 総務ｸﾞﾙｰﾌﾟ（ﾌﾟﾛﾊﾟｰ 2、嘱託 1)
(県 OB)

事業・広報・ﾏｰｹﾃｨﾝｸﾞｸﾞﾙｰﾌﾟ
（ﾌﾟﾛﾊﾟｰ 2、嘱託 4)

副 館 長
舞台ｸﾞﾙｰﾌﾟ（ﾌﾟﾛﾊﾟｰ 5）

(ﾌﾟﾛﾊﾟｰ)

伊那文化会館（14名）
館長：徳武利政（常勤・公募採用）

副 館 長 総務担当（ﾌﾟﾛﾊﾟｰ 4)
(ﾌﾟﾛﾊﾟｰ)

事業担当（県派 1、ﾌﾟﾛﾊﾟｰ 1、嘱託 3)

舞台担当（ﾌﾟﾛﾊﾟｰ 3）

信濃美術館（24名）
館長：松本 猛（非常勤、ﾌﾟﾛﾊﾟｰ）

副 館 長 管理チーム（ﾌﾟﾛﾊﾟｰ 1、嘱託 2)
(県ＯＢ)

学芸チーム（ﾌﾟﾛﾊﾟｰ 2、臨任 2、嘱託 1)

広報営業チーム（臨任 3)

受付・ショップ (臨時 8)

カフェ Kaii (臨時 3)

飯田創造館（6名）
館長：足立芳夫（ﾌﾟﾛﾊﾟｰ）

職員（ﾌﾟﾛﾊﾟｰ１、教職ＯＢ 4）

埋蔵文化財センター（36名）
所長：仁科松男（常勤、県ＯＢ）

副 所 長 管理部（県派 1、ﾌﾟﾛﾊﾟｰ 1、臨任 1)
(県 派)

調査部（県派 25、臨任 2、嘱託 4)

事務局
収　入 21
支 　出 24

県 民 文化会館
収　入 327
支 　出 327

伊 那 文化会館
収　入 237
支 　出 237

信 濃 美術館
収　入 199
支 　出 199

飯 田 創造館
収　入 32
支 　出 41

埋 蔵 文化財センター
収　入 832
支 　出 832

合 計
収入計 1,64 3
支 出 計 1,65 4
収 支 差 -11

職員数
(常務理事含む）  (人）
区分 埋文

以外 埋文 計
県派 3 27 30
県O B 7 1 8
ﾌ ﾛ゚ﾊ ﾟー 29 1 30
臨任 5 3 8
嘱託 12 4 16
臨時 11 0 11
計 67 36 103
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＜(財)長野県文化振興事業団＞ 

改 革 の 実 施 と 現 状 
生活文化課、文化財・生涯学習課（H19.5） 

１ 改革基本方針（H16.6.10） 

 「県の人的関与の抜本的な縮減（H18から県派遣職員は事務局員と学芸員等に限定）」 

 

＜改革基本方針に基づく改革の実施＞ 

H16.4～ 経営検討会義を設置し、改革の具体的な実施について検討 

H17.4～ 伊那文化会館長に専門知識が豊富な民間人を登用  

H17.4～ 歴史館を県直営化 

H17.5  理事定数を見直し（13～16人⇒6～10人） 

H17.10～ プロパー職員の管理職への登用（県民文化会館副館長、伊那文化会館副館長） 

H18.4～  指定管理者制度への移行 

H18.4～  県派遣職員11人の引上げ（H17- 12人⇒H18- 1人） 

H18.4～  プロパー職員の管理職への登用（飯田創造館長） 

H18.5～  県民文化会館長に専門知識が豊富な民間人を登用 

H19.4～  県職員2人を増加派遣（H18- 1人⇒H19- 3人） 

 

○ 県職員派遣の状況                （注）埋蔵文化財ｾﾝﾀｰ派遣分を除く。 

年   度 H１６ H１７ H１８ H１９ 

県職員派遣 

（内 訳） 

事 務 局 

県民文化会館 

伊那文化会館 

松本文化会館 

信濃美術館 

飯田創造館 

佐久創造館 

１６人 

 

副理事長（兼）、事務局長 

館 長、総務課長 

総務課長、学芸員 

館長、総務課長、係員 

管理課長以下６ 

館 長 

館 長 

１２人 

 

副理事長（兼）、事務局長 

館 長、副館長 

総務課長、学芸員 

館長、副館長、係員 

管理課長以下３ 

館 長 

 ―  

１人 

 

 ― 

 ― 

学芸員 

 ― 

 ― 

 ― 

 ― 

３人 

 

常務理事、係員 

 ― 

学芸員 

 ― 

 ― 

 ― 

 ―  

 

２ 改革に伴う課題と当面の対応  

(1) 課 題 

県の人的関与の縮減を急激に実施（県派遣職員 H17- 12 人⇒H18- 1 人）したが、それ

に代わるプロパー職員が十分に育っていない現状から、事業団の円滑な運営に支障が生じ

る恐れがあり、適切な業務執行や不正防止の観点から早急に対応する必要がある。 

 （現 状） 
① 全体を統括する常勤の役員が不在となった。 
② 中間管理職を担う者が育っていないため、事業管理、職員管理に不安があるととも
に、組織としてチームワークや内部牽制の機能が十分発揮されていない。 

③ 事務処理に長けた職員が少ない（プロパー職員は舞台技師など館運営の専門家が多
い）。 

 
(2) 当面の対応 

H19.4から県職員2人を事業団事務局（常務理事、事務局員）へ増加派遣し、事業の進
捗管理、人材育成等を支援する。 

 

 
 
 
 
 

３ 今後の改革の方向性（担当課案） 

 

「県の人的関与の抜本的な縮減」（県派遣職員は事務局員と学芸員等に限定）という 

改革基本方針は変更しないが、管理職を担うプロパー職員の養成に必要なおおむね５年間、

現在の派遣人数(3 人。うち 1 人は役員）程度の県職員を派遣し、事業団の自立を支援す

る。 

 

（支援方法） 
① 人的関与の段階的な縮減 
② プロパー職員のスキルアッププログラム（資質向上研修）の策定・実施 
 

 
 

                                            

＜県の芸術文化振興施策における事業団の役割＞ 

役         割 具 体 的 な 事 業 例 
(1) 県立文化施設の管理運営 

 
単なる貸館（場所貸し）ではなく、

蓄積された専門知識・技術を駆使し

たより質の高い芸術を演出できる

施設管理者 

・舞台・音響・照明に関する安全かつ高度な

技術を駆使した芸術性の高い舞台演出 

・アマチュア団体への舞台演出のアドバイス 

・作者や寄贈者の信頼に応える美術品の保存

管理 

(2) 県民文化の向上のため県民の創作

活動を支援 

 
芸術文化活動の拠点として、又は

舞台ディレクターや芸術アドバイ

ザー等として県内の教育機関や芸

術文化団体の活動支援 

・ウイーン楽友会館との姉妹提携事業による

音楽家等の育成 

･文化会館付属の管弦楽団や劇団への支援 

･音楽ボランティアによる演奏会の開催 

･おもしろ美術講座や演劇舞台技術講習会の

開催 

･県内教育機関と連携した教育普及活動 

 
 
 
 
芸 
 
術 
 
文 
 
化 
 
事

 

業 
(3) 情報発信の拠点 

 
調査研究の成果や地域文化資産を

活用した芸術文化活動等を県の内

外に情報発信 

･調査研究の成果や県内ゆかりの芸術家等を

紹介・支援する自主事業（企画展等）の開催 

･研究成果の発表（紀要の発行、講演会講師） 

･地域伝統文化の発信（農村歌舞伎祭の開催） 

･県内美術館のネットワーク化と情報発信 

(1)  県内の埋蔵文化財の保護 

 

遺跡の発掘調査による、埋蔵文化

財の保護 

･中部横断自動車道建設関連（佐久市 西近津

遺跡ほか）以下１０事業 

 

埋 

蔵 

文 

化 

財

事

業 

(2)  文化財保護のための普及啓発 

 

文化財保護に対する県民意識の高 

  揚 

 

･速報展の開催（年３回、県伊那文化会館以下

３会場） 

･埋蔵文化財センター25周年記念展の開催（県

立歴史館） 
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